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体罰根絶のための取組について(依頼) 

 

日頃から本連盟の諸事業に御理解と御協力をいただき感謝申し上げます。 

さて、全国高体連では、令和５年度における体罰根絶全国共通ルールの適用件数が４３件

と、令和４年度の３７件を大きく上回ったとの報告がありました。（※件数については取扱注意） 

また、本連盟においては従前から運営方針の一つに「体罰根絶」を掲げてきましたが、残

念ながら昨年度１件の適用事案が発生しております。 

そこで、本年度は新たに全国高体連等６団体が取り組む「「NO！スポハラ」活動の推進」を

運営方針に加え、体罰根絶に向け一層の取組強化を図ってまいります。 

つきましては、各学校におかれましては教職員に対し、「体罰根絶」に係る全国高等学校体

育連盟の通知(別添（写）)を参考に、引き続き御指導いただきますようよろしくお願いいた

します。 

 

参考 令和６年度運営方針（抜粋） 

（６） 体罰根絶を目指すとともに「NO！スポハラ」活動を推進する。 

 

【愛知県高体連としての「NO！スポハラ」活動】 

   〇愛知県高体連 HP に「NO！スポハラ」活動のバナー掲載 

〇体罰根絶に関する通知文の発出（4月、適宜） 

〇理事会・評議員会等での「NO！スポハラ」に関する啓発 

〇各種会議・競技会における「NO！スポハラ」活動ロゴマーク掲示   

〇高体連ニュース、各種大会要項等への「NO！スポハラ」活動ロゴマーク掲載 

〇「NO！スポハラ」活動推進資料の作成・活用 

〇指導者講習会時における「スポハラ」に関する講義 

〇「スポハラ」に関する講習会等の案内 

 

＊「NO！スポハラ」活動とは・・・ 

「スポハラ」が起きないことを目指すだけでなく、「誰もが安全・安心にスポーツを楽しめる社会を

作る」ための活動です。全国高体連、日本スポーツ協会、日本オリンピック委員会、日本パラスポー

ツ協会、大学スポーツ協会、日本中体連の６団体が取り組んでいます。（JSOP 日本スポーツ協会の HP

より） 
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